


© 2021. For information, contact Owls Consulting Group, Inc.

目次

事業の目的・概要 2-5

(事業内容1)

市場形成力指標を検討する上でのビジネス戦略の変化の整理
6-37

- 重要性を増す「非競争戦略（非市場戦略）」 6-21

- 企業評価指標の変化の動向 22-37

(事業内容2)

社会課題解決の市場化プロセスの整理 38-47

(事業内容3)

市場形成力指標の検討
48-60

(事業内容4)

市場形成力指標の普及・活用
61-62

(事業内容5)

有識者へのヒアリング
63-65

参考資料 66-77





© 2021. For information, contact Owls Consulting Group, Inc.3

事業目的

令和２年度産業標準化推進事業委託費（戦略的国際標準化加速事業：ルール形成の普及に
向けた評価指標とその活用方法の開発に関する調査） 仕様書より

経済産業省では、国際社会における企業の競争力強化のため、ルール形成や標準化を事業戦略の
ツールとして戦略的に活用する取組を推進しており、こうした活動を後押しする各種政策を実施している。

一方、①短期の業績に追われている企業にとっては中長期的に効果を発するルール形成の必要性が理
解されにくく、また、②企業を取り巻く外部環境が大きく変化している中で、「ＥＳＧ（環境（Environment）・
社会（Social）・ガバナンス（Governance）」に代表されるように中長期的な事業拡大と企業の持続可能性

が価値評価軸として位置づけられるなど、より幅広いステークホルダーとの連携が重要となってきており、
ルール形成や標準化においても社会・経済システム（エコシステム）と社会課題の解決との整合化を意識
した、（市場内に収まらない）市場の枠を超えたルール形成の必要性が高まってきている。

こうした中長期的かつ市場の枠を超えたルール形成は、将来の市場の在り方を真剣に考える企業にとっ
ては必要不可欠であるが、我が国の企業が長期ビジョンを掲げ、その実現に取り組めている例は少ない。

そこで本事業においては、中長期的かつ市場の枠を超えたルール形成による市場形成を目指す取組プ
ロセスを整理し、当該取組状況を客観的に表す指標（以下、仮称として「市場形成力指標」と記載する。）
を開発することで、短期的利益には結びつきにくいが中長期的には必要な、市場の枠を超えた取組に注
力している企業が対外的に評価される仕組みの構築を目指す。

加えて、当該指標が広く企業に活用されるための方法についても、検討を行う。
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プロジェクトの背景・目的/調査内容

本プロジェクトでは、社会課題解決を念頭に置いた「市場形成力指標」を定義するとともに、
本指標が広く企業に活用されるための方法について検討を行った

企業を取り巻く外部環境が大きく変化するなか、中長

期的な事業拡大と企業の持続可能性が価値評価軸と

なるなど、社会・経済システムと社会課題の解決の整

合化を意識し、市場の枠を超えたルール形成を行う

必要性が高まっている

こうしたルール形成は、将来の市場の在り方を真剣に

考える企業にとっては必要不可欠であるが、我が国

の企業が長期ビジョンを掲げ、その実現に取り組めて

いる例は少ない

本事業では、中長期的かつ市場の枠を超えたルール

形成による市場形成を目指すプロセスを整理し、当該

取組状況を客観的に表す指標（「市場形成力指標」

（仮称））を開発。短期的利益には結びつきにくいもの

の、中長期的に市場の枠を超えた取組に注力してい

る企業が対外的に評価される仕組みの構築を目指す

加えて、当該指標が広く企業に活用されるための方

法についても、検討を行う

左記の状況を踏まえ、ビジネス戦略の変化の歴史、社

会課題解決の市場化プロセスの整理、「市場形成力指

標」の検討を行った上で、当該指標が企業に活用される

方法についても検討

具体的には

• 非競争戦略を類型化した上、ビジネスの方法、ツー

ル、スキル、時間軸、ステークホルダーとの関係等

の整理

• 「社会課題解決の市場化」の事例収集と主な類型の
整理・体系化

• 「社会課題解決の市場化」の各類型におけるルール
形成の役割の明確化

• 市場形成力指標の目的及び対象範囲（スコープ）の
定義

• 市場形成力指標の詳細設計及びサンプル作成

• 当該指標が企業に活用される方法の検討

を主に実施

背景・目的 調査内容
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（参考）時価総額ランキング： 30年間比較

日本の「市場形成力」は「凋落」したわけではない。過去の経済最盛期も「新産業」によるもので
はなかった

1990年 2020年

企業名 国名 企業名 国名

1位 NTT 日本 アップル 米国

2位 日本興行銀行 日本 サウジアラムコ サウジアラビア

3位 住友銀行 日本 アマゾン・ドット・コム 米国

4位 富士銀行 日本 マイクロソフト 米国

5位 第一勧業銀行 日本 アルファベット 米国

6位 IBM 米国 フェイスブック 米国

7位 三菱銀行 日本 アリババ・グループ・HD 中国

8位 エクソン 米国 テンセント・HD 中国

9位 東京電力 日本 バークシャー・ハサウェイ 米国

10位 ロイヤル・ダッチ・シェル 米国 テスラ 米国

（上位50社中32社が日本企業） （上位50社の日本企業は1社（トヨタ）のみ）
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ルール形成×市場形成の特徴

ルール形成主導型の市場形成は、企業の活動目的や関連するステークホルダー、必要スキル、
及び時間軸の考え方がこれまでのモデル（技術革新型）とは大きく異なる

必要スキル

時間軸

ステークホルダー

企業活動の目的

中長期的な展望に基づくｱｼﾞｪﾝﾀﾞ構想
社会課題解決に資するスキル

ﾙｰﾙ形成力（ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ間のｺﾝｾﾝｻｽ形成力）

短期で収益化を図りながら、
長期で市場形成

トライセクター（※）

財務価値の拡大
＋

社会課題の解決

製品の差別化に関わる研究・開発力
営業/マーケティング力

短期での収益化

株主とユーザー

財務価値の拡大
シェア拡大
投資対効果の最大化

技術革新型の市場形成 ルール形成主導型の市場形成

※Tri-sector：Social sector（NGOなど）、Public sector（政府機関など）、Private sector（株式会社など）の３つのセクターを指す。
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「社会課題解決軸」によるルール形成―1/2

ネステやダイキンは「社会課題解決」を掲げることで、他社と連携しつつ自社に有利なルールを
形成することに成功

社会
課題

次世代型バイオディーゼル（HVO）市場
立ち上がりの背景

家庭用インバータエアコン市場
拡大の背景

EU域内におけるCO2削減目標の大幅未達 アメリカをも凌ぐ世界最大のCO2 排出国

出所：「欧州等の温室効果ガス削減技術開発動向調査（2003.3）」、EDMC／エネルギー・経済統計要覧2011年版に基づき作成

新設
ルール

 指定分野にて再生エネルギーの使用目標達成を義務化
 HVO等の次世代バイオ燃料は使用量を2倍にカウントとする優

遇措置を導入

 運輸部門で使用されるバイオ燃料混合率の上限を5%から7%に引
上げ

 温室効果ガス（GHG）削減目標を規定

再生可能エネルギー指令（2009/EC/28）

（改訂）燃料品質指令（2009/EC/30）

 再生エネルギーの中でも、バイオ燃料への利用を促進
 バイオ燃料の中でも、導入メリットの高い自社製品
（HVO製品）の需要を喚起
 （参考）GHG削減効果もFAMEよりHVOが高い

社会
課題

新設
ルール

自社
メリット

自社
メリット

省エネ基準改正

3,112

3,4222010（見込）

1990（実績）

エネルギー起源CO2排出見通し（2003年時点、BaU）

22% 19% 59%

0% 100%

国別CO2排出量割合（2008年時点、計295億t）

中国 アメリカ その他

 省エネ効果の高い自社製品（インバータ機）が相対的に
有利な基準に

 政府公認で、インバータ機の環境負荷軽減効果に対する
認知が向上

 ノンインバータ機の省エネ性能
足きり基準を引き上げ
 省エネ基準を満たさない商
品の販売を規制

省
エ
ネ
性
能

低

高

ノンインバータ機
規格

インバータ機
規格

5級

4級

3級
2級

1級

5級

4級

3級
2級

1級

規
制
強
化

2010年目標

再エネ利用の拡大を目的とするEU指令への要望を、
バイオ業界他社も賛同できる内容で詳細化 中国企業「格力電器」と共同で、中国政府に働きかけ
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社会課題解決に資するマーケット（SDGsビジネス）は2,000兆円を超える魅力的な市場

SDGsビジネス市場の規模試算

*経済産業省／日本規格協会「SDGsビジネスの可能性とルール形成」報告書

183

175

123

71

237

76

803

119

426

210

338

218

334

119

130

87

目標1 貧困をなくそう

目標2 飢餓をゼロに

目標3 全ての人に健康と福祉を

目標4 質の高い教育をみんなに

目標5 ジェンダー平等を実現しよう

目標6 安全な水とトイレを世界中に

目標7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに

目標8 働きがいも経済成長も

目標9 産業と技術革新の基盤をつくろう

目標10 人や国の不平等をなくそう

目標11 住み続けられるまちづくりを

目標12 つくる責任つかう責任

目標13 気候変動に具体的な対策を

目標14 海の豊かさを守ろう

目標15 陸の豊かさも守ろう

目標16 平和と公正をすべての人に

目標17 パートナーシップで目標を達成しよう （重複控除後：計2,449兆円）

＜SDGsの各目標の市場規模試算結果（2017年）＞
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グローバルにおける非財務情報の定量化・開示の動向

欧米を中心に、非財務情報の定量化・開示の義務化が進んでいる

1990年代～2000年代

欧米におけるSRI※1の普及
2000年代～2010年代

ESG投資※1の世界への浸透
2010年代～

欧米での非財務情報開示の義務化

概要

主要な
動向

 欧州において、「社会的責任投資」
（SRI）の考え方が普及

 財務情報だけでなく、社会・環境等の
観点での評価も踏まえ投資判断を行う
という考え方

 80年代から失業や地球温暖化等が
社会問題化し、企業への社会的責任を
求める風潮が高まっていた

 国連の働きかけにより、ESG投資
という概念が世界中に浸透

 国連は機関投資家を対象に、投資先
判断においてESGの課題を考慮に
入れることを求める宣言（PRIの提唱）
を行う

 欧米を中心に、企業による非財務
情報の開示が義務化され始めている

 欧州では2014年より法令により
義務化されており、米国でも義務化に
向けた動きが盛んになっている

 1999年：世界初のサステナビリティ・
インデックス「DJSI」の開発

 2000年：GRIガイドライン初版の発行

 企業のサステナビリティに係る方針や
取組に関する開示項目を規定している
ガイドラインで、現在はグローバルで
広く使用されている

出所：NTTデータ「企業における非財務情報開示の動向～企業の持続的成長と日本経済へのインパクト～」、
PwC「コーポレートサステナビリティと非財務情報の重要性」等

 2003年：欧州における会計法現代化
指令の発令

 EU域内の上場企業に対し、財務情報
だけでなく、非財務情報の開示を要求
（義務ではない）

 2006年：国連によるPRIの提唱

 PRIは「金融業界に対する責任投資
原則」を指す

 現在は約2,000の機関投資家が署名
しており、当該原則への署名機関は
ESG投資の状況報告が義務付けられ
ている

 2011年：米国におけるESG要素の
開示スタンダードを定めるSASBが発足

 SASBはNGOであり、当該スタンダードを
米国の法定開示項目にすることを
目標に活動

 2014年：欧州における非財務情報
開示の義務化

 EU域内の従業員500人以上の企業は、
「環境、社会、従業員、人権」等に係る
情報を年次報告書で開示することが
義務付けられる

※1:非財務情報を考慮するという点で SRI と ESG 投資は同じ概念を指すが、SRI が倫理的な価値観の枠組みから始まったのに対して、ESG 投資は「環境・社会・ガバナンスを考慮
することが長期的な企業価値の最大化に寄与する」といった長期的なリターンを追求するための手法と理解されている。
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日本における非財務情報の定量化・開示の動向

日本では省庁を中心に、日系企業の企業価値向上を念頭においた、
非財務情報開示の促進を目的とした動きが盛んになりつつある

経産省による
非財務情報の開示等を促進する取組の実施

実施年度

概要

 2013年～2021年（現在継続中）

 ESGに考慮した活動を行う企業及び投資家等に
おける、対話を促進するためのプラットフォームを提供

 企業はCO2削減量等、環境に係る取組をプラット
フォームに登録し、投資家が当該情報を閲覧可能

 企業は投資家に対し、自社のサステナビリティ
レポートの改善点を伺う等のアクションを起こせる

（参考）当該事業のイメージ

出所：環境省・経産省ホームページ

環境省が実施する
「環境情報開示基盤整備事業」

 持続的成長に向けた長期投資
（ESG・無形資産投資）研究会(2017年)

 企業価値向上のためには、非財務情報も
含む中長期的な情報開示が必要と見解が
出されている

取組名

概要
/目的

 統合報告・ESG対話フォーラム
(2017年~2018年)

 中長期的な企業価値向上に資する情報開示
(ESG含む)や対話の発展を目的としたフォーラム

環境省は、日系企業の環境に係る非財務情報開示の
質向上を目的とした取組を継続して実施

経産省は、日系企業の持続的な企業価値向上を
目的に、非財務情報開示を促進する取組を実施

取組名

概要
/目的

結果

 国際的な資本市場の中における、日系企業の
企業価値向上の方策を検討する研究会

日
系
企
業
の
企
業
価
値

向
上
に
資
す
る
施
策
の
検
討

情
報
開
示
の
促
進
を

目
的
と
し
た
取
組
の
実
施 結果

現在報告書等はまとめられていない
（2020年2月時点）
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企業の非財務情報に関する主要な開示スキーム

近年、企業による非財務情報の開示を促す法令や規則、認証がグローバルで多数登場。
国際的なルール形成が進み、非財務情報の重要性が増している

開示方式 開示対象 開示スキームの例（開始年）*1

人権デューディリジェンス法令
に基づく開示

企業全体 •ドッド・フランク法（2010年）
•カリフォルニア州サプライチェーン透明化法（2012年）
•現代奴隷法（2015年）
• EU紛争鉱物規則（2017年）
•人権デューディリジェンス法（2017年）
•現代奴隷法（2018年）

非財務情報開示規則・枠組み
に基づく開示

• GRI (Global Reporting Initiative)（2000年）
• Carbon Disclosure Project (CDP)（2002年）
•国際統合報告フレームワーク（2013年）
• SASB (Sustainability Accounting Standards Board)（2013年）
• EU非財務情報開示指令（NFRD）（2014年）
• TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)（2017年）
•価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス（2017年）
•東京証券取引所コーポレートガバナンス・コード（2018年*2）
•サステナビリティ・リンク・ローン 原則（2019年）

特定事業 •気候ボンド基準（CBS）（2011年）
•グリーンボンド原則（2014年）
•ソーシャルボンド原則（2017年）
•サステナビリティボンド・ガイドライン（2017年）
•環境省グリーンボンドガイドライン（2017年）
•グリーンローン原則（2018年）
• EU Green Bond Standard（策定中）

不動産認証に基づく開示 不動産 • LEED（1998年）
• CASBEE（建築環境総合性能評価システム）（2002年）

*1 指標名の後に国旗が示されている国は、当該国内の企業が評価対象の指標、それ以外は国際的な指標
*2 2018年の改訂において、ESG情報開示に関する記載が追加

出典：各種公開情報に基づき、オウルズ作成
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新たな企業評価指標（ESG関連）の発足状況

企業評価に関しても、2000年代以降、ESG等の観点を重視した新たな指標が多数登場
発足年 ESG全般に関する指標の例*1 特定領域に関する指標の例 （環境/人権/多様性等）*1

- 2000 サステナビリティ報告書ランキング
Dow Jones Sustainability Index

2001 FTSE4Good Index Series

2002 CDP

Corporate Equality Index

2005 Global 100 Index

2007 EcoVadis Business Sustainability Ratings

2008 サステナビリティアワード

2009 Gaïa Rating Newsweek Green Rankings

2010 ビジネス・環境アワード

2011 CR Reptrak

Global Compact LEAD

MSCI World SRI Inde

Sustainable Brand Index

2012 Global Climate Index

2013 なでしこ銘柄

2015 Fashion Transparency Index（ファッション業界対象） Corporate Accountability Index

Feeding Ourselves Thirsty（食品業界対象）
100 Best Workplaces for Diversity

2016 Bloomberg Gender Equality Index

D&I Index

2018 Sustainalytics ESG Risk Ratings

2019 PRI Leaders’ Group

World Benchmark Alliance

2020 ESGファイナンス・アワード
Ranking of 75 of the world’s largest asset managers

WSJ Ranking of Sustainably Managed Companies

2021 - ESGスコア
SDG Impact Standards for Enterprise

Value Balancing Alliance (VBA)

*1 指標名の後に国旗が示されている国は、当該国内の企業が評価対象の指標。それ以外は国際的な指標を示している

出典：各種公開情報に基づき、オウルズ作成
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（参考）ESG関連の主な企業評価指標一覧―1/2

前ページで紹介したESG評価指標の概要は下記の通り
指標名 国/地域 発足年 策定者 概要

サステナビリティ報告書ランキング ドイツ 1994 Institute for Ecological Economy 

Research (IÖW) 、future e.V. 、
独連邦労働・社会省

中小企業を含むドイツの主要企業を対象にサステナビリティ報告
書を評価しランク付け

Dow Jones Sustainability Index 国際 1999 ダウジョーンズ、SAM ESGの観点から企業の持続可能性を評価

FTSE4Good Index Series 国際 2001 FTSE Russell 兵器やたばこ企業などを除外した上で、ESGの観点から企業の
持続可能性を評価

CDP 国際 2002 CDP 気候変動、水、森林の各領域で、各企業への調査票に基づく調
査でA~Dにランク付け

Corporate Equality Index 米国 2002 Human Rights Campaign 

Foundation

米国企業を対象にしたLGBTQに対する職場の公平性を示すベ
ンチマーク

Global 100 Index 国際 2005 Corporate Knights サステナビリティ情報開示、財務状況、製品カテゴリー、制裁の4
基準から世界で最も持続可能な企業を選出、ダボス会議で発表

EcoVadis Business Sustainability Ratings 国際 2007 EcoVadis 環境、労働と人権、倫理、持続可能な資材調達の4つのテーマに
基づくレーティング

サステナビリティアワード ドイツ 2008 独サステナビリティアワード財団 サステナビリティ先進企業を表彰

Gaïa Rating フランス 2009 EthiFrance フランスのCAC 40、CAC Mid & Smallを対象にしたESGインデッ
クス

Newsweek Green Rankings 国際 2009 Newsweek エネルギーや水の効率性、環境商品売上、経営体制などの指標
に基づき、企業の環境性を評価

ビジネス・環境アワード フランス 2010 仏環境連帯移行省 循環型経済、生物多様性、テクノロジーとビジネスモデルの革新、
製品の修理性と耐久性の4領域において先進的な企業を表彰

Global Compact LEAD 国際 2011 UN Global Compact UNGCへの高いコミットメントを示した企業を選定

MSCI World SRI Index 国際 2011 MSCI 社会的、環境的に負のインパクトを与える企業を除外した上で、

ESGの観点から企業の持続可能性を評価

Sustainable Brand Index 欧州 2011 Sustainable Brand Index 消費者などによる企業のサステナブルイメージを調査し、指標化

CR Reptrak 国際 2011 Reputation Institute、Forebs 100億円の売上があり、調査対象国（15か国）で20%以上のブラ
ンド認知度を有する企業を対象に、23万人余りへの調査に基づ
き企業責任を評価し、ランク付け

Global Climate Index 国際 2012 AODP 投資家の気候変動リスク管理を評価

出典：各種公開情報に基づき、オウルズ作成
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（参考）ESG関連の主な企業評価指標一覧―2/2

前ページで紹介したESG評価指標の概要は下記の通り
指標名 国/地域 発足年 策定者 概要

なでしこ銘柄 日本 2013 経産省・東京証券取引所 女性活躍度調査のスコアリング結果に財務指標（ROE）による加
点を経て、業種ごとに「なでしこ銘柄」を選定

Fashion Transparency Index 国際 2015 Fashion Revolution 方針とその責任、管理体制、透明性、生産者への対応評価、問
題の改善”の5つの視点から、企業の情報公開度合いを評価

Corporate Accountability Index 国際 2015 Ranking Digital Rights (RDR) ICT企業をプライバシーと表現の自由の観点から評価

100 Best Workplaces for Diversity 米国 2015 Forbes 米国企業を対象に、女性や人種などに基づく経験に関する従業
員アンケートをに基づき企業をランク付け

Feeding Ourselves Thirsty 国際 2015 Ceres グローバル食品企業40社余りを対象に、水関連のリスクマネジメ
ントに関する評価し、ランク付け

Bloomberg Gender Equality Index 国際 2016 Bloomburg 各企業の企業内統計、行動指針、社外コミュニティーサポート及
び外部関与、ジェンダーに関連した商品提供において、いかに平
等であるかを指数として評価

D&I Index 米国 2016 Thomson Reuters 職場におけるD&Iの状況をインデックス化

Sustainalytics ESG Risk Ratings 国際 2018 Sustainalytics マテリアリティフレームワークに基づき、企業のESGリスクを評価

PRI Leaders’ Group 国際 2019 PRI 責任投資へ貢献した投資企業を選定

World Benchmark Alliance 国際 2019 World Benchmark Alliance グローバル企業による SDGs への貢献ベンチマーキングを実施

ESGファイナンス・アワード 日本 2020 環境省 ESG投資やサステナブルファイナンスの普及・拡大に貢献した企
業、金融機関を表彰

Ranking of 75 of the world’s largest asset 

managers

国際 2020 Asset Owner Disclosure Project 

(AODP)、ShareAction

主要な投資運用会社を責任投資ガバナンス、気候変動、人権、
生物多様性の観点からランク付け

WSJ Ranking of Sustainably Managed 

Companies

国際 2020 WSJ 企業のESGプログラム、ポリシー、定量指標、及びニュース報道
などに基づき、財務上重要なサステナビリティ課題の管理状況を
評価

ESGスコア 日本 2021 栃木銀行、NTTデータ 中小企業のESG評価のために策定中

SDG Impact Standards for Enterprise 国際 TBD UNDP Strategy, Management Approach, Transparency, Governance
の4観点から企業を評価し、認証を実施

Value Balancing Alliance (VBA) 国際 TBD Value Balancing Alliance (VBA) 企業が環境・人・社会に与える影響を金額換算し、企業間で比
較・分析できるようにする企業価値算出の手法とそれに基づく会
計基準を今後3年かけて確立

出典：各種公開情報に基づき、オウルズ作成
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企業の持続的発展に関する指標の例：日経スマートワーク経営調査―2/2

業種 ★5 ★4.5

食品
アサヒグループホールディングス、キリンホールディングス、

サントリーホールディングス、日清食品ホールディングス

カゴメ、カルビー、サッポロホールディングス、日本たばこ産業

化学・石油
旭化成、富士フイルムホールディングス、

三菱ケミカルホールディングス

花王、帝人、ファンケル、ユニ・チャーム

非鉄・鉄鋼 － －

医薬品
塩野義製薬 エーザイ、ジョンソン・エンド・ジョンソングループ

その他素材 TOTO －

電機・精密・機械 コニカミノルタ、コマツ、ソニー、ダイキン工業、日立製作所 NEC、オムロン、村田製作所、リコー

自動車・輸送用機器 － －

その他製造業 資生堂 アシックス

建設業 － －

電力・ガス － －

商社 － 伊藤忠商事

運輸 － ＡＮＡホールディングス

倉庫・不動産 － 三井不動産

通信・サービス
SCSK、NTTデータ、NTTドコモ、Zホールディングス、

ソフトバンク

KDDI、リクルートホールディングス

小売り・外食 イオン、ファーストリテイリング －

金融

東京海上ホールディングス、みずほフィナンシャルグループ アフラック生命保険、MS&ADインシュアランスグループホール

ディングス、SOMPOホールディングス、大和証券グループ本社、

野村ホールディングス、三井住友フィナンシャルグループ

その他非製造業 － －

2019年の日経スマートワーク経営調査における高評価企業は下記の通り

出典： 第3回日経「スマートワーク経営」調査調査結果解説セミナー資料に基づき、オウルズ作成
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日経スマートワーク/SDGs経営調査の聴取項目詳細―1/2

日経スマートワーク/SDGs経営調査は、共通の調査票に基づき実施されている。
会社概要・事業内容・人材活用状況などの共通設問と、各調査のための個別設問から構成

大項目 中項目 対象調査 設問#

I. 事業内容、顧客層、拠点 － AQ1-6

II. 経営トップ・取締役 － AQ7-10

III. 人材活用 1) 基本情報 BQ1-9

2) 労働時間、休暇取得、健康保持・増進 BQ10-18

3) ダイバーシティの推進 BQ19-22

4) 多様で柔軟な働き方 BQ23-34

5) 人材への投資 BQ35-42

6) エンゲージメント・モチベーション向上 BQ43-48

IV. 方針・計画と責任体制 － CQ1-9

V. テクノロジーの導入・活用 － CQ10-11

VI. イノベーション・市場開拓 1) イノベーション・市場開拓の推進体制 DQ1-5

2) 社外との連携 DQ6-8

3) イノベーションへの投資、イノベーション人材 DQ9-13

4) 新製品・サービスの投入 DQ14

5) 広報・広告宣伝 DQ15-16

6) 顧客対応・顧客把握 DQ17-18

7) 業界を主導する事業・技術 DQ19

8) 海外進出 DQ20-24

出典：第4回日経スマートワーク経営調査、第2回日経SDGs経営調査の調査票サンプルを参照し、オウルズ作成
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日経スマートワーク/SDGs経営調査の聴取項目詳細―2/2

日経スマートワーク/SDGs経営調査は、共通の調査票に基づき実施されている。
会社概要・事業内容・人材活用状況などの共通設問と、各調査のための個別設問から構成

大項目 中項目 対象調査 設問#

VII. 環境・社会・経済の課題解決の
推進方針・体制

1) 環境・社会・経済の課題解決（SDGs への貢献）に対する方針 EQ1-4

2) 報告とコミュニケーション EQ5-9

3) 環境・社会・経済の課題解決（SDGs への貢献）の推進体制 EQ10-11

4) 環境・社会・経済の課題解決（SDGs への貢献）の浸透のための
取り組み

EQ12-13

VIII. 経済価値 － EQ14-15

IX. 環境価値 1) 環境経営の方針 EQ16-19

2) 環境負荷データ EQ20

3) 環境課題の解決のための取り組み EQ21-25

X. 社会価値 1) 人権の尊重 EQ26-29

2) その他社会的責任 EQ30-36

XI. ガバナンス － EQ37-47

XII. 新型コロナウイルスを踏まえた
SDGs推進戦略

－ EQ48-53

XIII. その他 － EQ54-61

XIV. 2020トピック設問
～新型コロナウイルス対応～

－ 評価
対象外

FQ1-8

出典：第4回日経スマートワーク経営調査、第2回日経SDGs経営調査の調査票サンプルを参照し、オウルズ作成
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市場形成力指標の定義

「市場形成力指標」とは、企業単位又はプロジェクト単位での市場形成力を可視化するツールを
指す。市場形成力指標を用いることで、自社や自身のプロジェクトの市場形成に向けた準備状
況の確認が可能となり、弱みや強みを見つめ直すことが可能となるため、これから市場形成を目
指す企業等の指針となり得る。
本事業においては、プロジェクト単位の市場形成力指標の開発を行った。

市場形成力指標のイメージ

市場形成力指標

評価指標１・・・
評価指標２・・・

・
・

可視化

特定のプロジェクトの
市場形成力

特定の個社の
市場形成力

本事業のターゲット
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市場形成をデザインする

アジェンダ構想力
Strategic Agenda Setting

アジェンダを達成する

社会課題解決力
Problem-solving Capability

社会課題解決の価値を定義する

ルール形成力
Rule-making Capability

市場形成力指標：評価のスキーム

「アジェンダ構想力」「社会課題解決力」「ルール形成力」の各要素に関する調査票を作成し、
当該調査票に回答いただくことで市場形成力の可視化（0～1000点での評価）を行う。

58

ノウハウ・経験 • プロジェクトに関連する製品・サービスの上市実績や専門人材の参加があれば加点

バリューチェーン • プロジェクトの財・サービスの提供に必要なバリューチェーンの構築状況に応じて加点

技術・アイデア • プロジェクトを牽引できる、優位性のある技術・アイデアを保有していれば加点

組織体制・方針 • プロジェクトへの経営陣のコミットメント、それを実現する内部方針やKPIがあれば加点

トライセクター連携 • プロジェクトに関連するトライセクターとの連携実績に応じて加点

ﾙｰﾙ形成団体活動 • ルール形成団体（フォーラム、ISO/IECなど）での取組状況に応じて加点

ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰの賛同 • ステークホルダーやメディアが、プロジェクトに関する賛同の発信を行っていれば加点

ルール形成の方針 • プロジェクトに関するルール形成戦略や方針の策定があれば加点

対外発信 • プロジェクトに関する経営陣のメッセージ発信、レポート発表、登壇実績等に応じて加点

ルール形成の主導 • ルール形成に取り組んだ過去の実績に応じて加点

ﾙｰﾙ形成対応体制 • ルール形成に対する経営陣の理解や、後押しする社内体制が整備されていれば加点

経済的インパクト
社会的インパクト

• プロジェクトを通じて形成しようとする新市場の経済規模に応じて評価

• プロジェクトによる裨益エリア及び他の社会課題への影響に応じて評価

構想設計 • 市場形成に向けたストーリー構想や実現へのアプローチ方法に応じて評価

0～1

500点

500点

最大1,000点

オープン戦略 • 技術、アイデアの開放状況に応じて加点

※評価対象となるプロジェクトの進捗状況に応じて、配点の比重を変更する場合もあり得る
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調査票の枠組み

調査票は、大問(0)～(5)で構成されており、(1)がアジェンダ構想力、(2)が社会課題解決力、(3)～(5)が
ルール形成力に関する設問となっている。(0)は基礎情報、(1)は市場形成の根幹に当たるため回答必須と
なっており、(2)以降は回答可能な設問のみ回答する設計になっている。

回答者は幹事（プロジェクトの代表法人）を想定しているが、コンソーシアムを組んでいる場合は非幹事（プ
ロジェクトの代表法人以外のコンソーシアム参加法人）も一部の設問で回答可能な設計にしている。

設問 評価項目 回答条件
回答対象者

幹事 非幹事

（0）基礎情報

1.幹事（非幹事）の情報

必須

〇 〇

2. プロジェクト概要 〇 －

3. プロジェクトの現在地 〇 －

（1）アジェンダの構想・設計

1. 構想設計 〇 －

2. 経済的インパクト 〇 －

3. 社会的インパクト 〇 －

（2）社会課題解決に向けた専門性

1. 組織体制・方針

任意

〇 〇

2. バリューチェーン 〇 －

3. 技術・アイデア 〇 －

4. ノウハウ・経験 〇 〇

（3）ルール形成を支える体制
1. ルール形成の方針 〇 〇

2. ルール形成対応体制 〇 〇

（4）遠心力関連の取組

1. 対外発信 〇 〇

2. ルール形成に関する取組実績 〇 〇

3. オープン戦略 〇 －

（5）求心力関連の取組
1. 外部賛同者による情報発信 〇 －

2.トライセクター連携 〇 －
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有識者ヒアリングの実施

本プロジェクト期間中に、計4回の有識者ヒアリングを実施。指標設計の考え方や、調査票の
質問項目に関して意見を聴取した

【参画いただいた主な有識者】

2020年 2021年

10月 11月 12月 1月 2月 3月

第1回 第2回 第3回 第4回

国内メーカー

研究開発部門

外資系メーカー

渉外・標準化部門

国内サービス企業

渉外部門

国内サービス企業

研究開発部門

国立大学

教授（技術経営系）
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有識者ヒアリングで受領した主なフィードバック

フィードバックに基づき、本資料や市場形成力指標（調査票）の構成や文言等の修正を行った

 プロジェクトをより適正に評価するには、当該プロジェクトの進捗状況（構想段階、発展段階など）に応じて、評価の比重を変えるべき。

 全ての設問に完全に答えることは難しいので、どの設問の回答が必須で、どの設問の回答が任意か、回答者が峻別できるようにすべき。

 回答者は、企業だけでなく一般社団法人や非営利活動法人などもあり得るため、企業以外の回答者にも配慮した設問にすべき。

 アジェンダ設定を間違っているプロジェクトは、いかに「社会課題解決力」や「ルール形成力」が高くても市場形成には至らない。アジェンダ設
定の重要性を適切に評価に反映すべき。

 「アジェンダ設定」、「社会課題解決」、「ルール形成」のそれぞれが優れていたとしても、各要素が適切に連関できていなかれば市場形成は成
功しない。各要素の連関性も評価対象に入れるべき。

 機能的価値で新市場が形成でき余地は非常に狭くなっている。一方、社会的価値はその重要性が年々高まっており、新市場の形成には欠
かせない視点となっている。特に、ルール形成を用いてレバレッジをかけるためには、社会的価値という「大義名分」が必須。

 中長期の市場形成を完遂させるには、企業経営陣の理解やサポートが必要不可欠。プロジェクトに対する経営陣の協力の程度を評価すべき。

 社会課題解決には、「なぜ今まで解決に至らなかったか」を理解することが必要。設問の中でこうした内容についても尋ねるべき。

 「ルール」という用語は、そのまま読むと規制のみを指すものと勘違いされるおそれがある。ルールの定義を明示することが必要。

 ルール形成活動は非常に時間を要するため、持続的に組織からサポートを受けられる体制が必要。他方、短期的には全く利益を生み出さな
い活動のため、組織内での立場が弱く、リソースも少ない場合が多い。組織として、ルール形成活動を支える体制や制度が整っているかを評
価すべき。

 プロジェクトの実施者がコンソーシアムを組んでいる場合、ステークホルダーとの連携事例の１つとして、求心力を発揮していると評価すべき。

主なフィードバック
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市場形成力指標 調査票（Ver1.0） 

 

―――― 回答に当たっての留意事項 ―――― 

 

1. 本調査票の概要 

本調査票は、市場形成力を評価するために開発された指標です。市場形成力とは、ステークホ

ルダーと協力することでルール（規制、規範、規格、その他基準・認証等）を形成し、当該ルー

ルを用いて、特定の社会課題の解決に資する財・サービスが取引される市場を創造・拡大するこ

とを可能とする潜在能力であり、本調査票に回答いただくことで、回答者が取り組むプロジェク

トに対する市場形成力を可視化することを目指しています。 

なお、市場形成力指標を開発した目的の１つは、可視化された市場形成力から自身のプロジェ

クトの市場形成に向けた準備状況を確認いただき、弱みや強みを見つめなおしていただくきっ

かけを提供することであるということに、ご理解の上でご回答いただけますと幸いです。 

 

2. 市場形成力の構成要素 

市場形成力は、「アジェンダ構想力」、「社会課題解決力」、「ルール形成力」の３つの潜在能力

から構成されています（各用語の定義は、下記「６．用語の定義」を参照してください。）。 

３つの能力は互いに連関しており、自社のビジョンや社会情勢から戦略的にアジェンダを設

定し（アジェンダ構想）、当該アジェンダを解決する手段を事業化し（社会課題解決）、当該事業

が市場で価値として評価される仕組みづくりを行う（ルール形成）ことで、初めて社会課題解決

と事業の持続可能性を両立させることが可能になると考えています。 

本調査票では、回答内容から、回答者が実施するプロジェクトにおいてこれら３つの取組を有

機的に連関させて実施する準備が進められているかどうか（潜在能力があるか）、という観点か

ら評価を行います。 

 

3. 本調査票の回答者 

本調査票には「幹事用 調査票」と「非幹事用 調査票」があります。幹事（本プロジェクトの

代表法人）だけでなく、非幹事（本プロジェクトのコンソーシアムに参加する幹事以外の法人）

がいる場合には、非幹事にも回答に加わっていただくことが可能です。 

 幹事：「幹事用 調査票」の設問において、本プロジェクト全体としての取組に関する回

答と、自身の取組に関する回答を担当いただきます。 

 非幹事：「非幹事用 調査票」の設問において、自身の取組に関する回答を担当いただき

ます。なお、非幹事が複数いる場合は、最大３つの非幹事まで回答が可能です。 

 

4. 調査表の構造と回答ルール 

本調査票は大問(0)～(5)で構成されており、(0)は基礎情報、(1)は「アジェンダ構想力」、(2)は

「社会課題解決力」、(3)～(5)は「ルール形成力」に関する設問が主に紐づけられています（一部、

例外の設問も存在します。）。 
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6. 用語の定義 

 本プロジェクト 

 本調査票の評価の対象となる、回答者が取り組むプロジェクトを指します。 

 アジェンダ 

 本調査票での「アジェンダ」とは、本プロジェクトにおいて解決を目指す課題そのもの

を指します。本プロジェクトを通じて、当該アジェンダの社会的な認知を高め、当該ア

ジェンダの解決に向けた協力者を増やす（軽視する者を減らす）ことを目指します。 

 アジェンダ構想力 

 本調査票での「アジェンダ構想」とは、自身のミッションや中長期的な社会的・経済的

インパクト等を踏まえて戦略的にアジェンダ設定を試みつつ、当該アジェンダに内在す

る社会課題を解決する手段の事業化と、当該事業が市場で価値として評価されるために

必要な仕組みづくりとを有機的に連関させることで、社会課題解決と事業の持続可能性

を両立させる市場形成のストーリーを構想・設計する取組を指します。本調査票によっ

て可視化されるアジェンダ構想に資する能力を「アジェンダ構想力」といいます。 

 社会課題解決力 

 本調査票での「社会課題解決力」とは、専門人材、技術・アイデア、ノウハウ・経験や、

課題解決を推進する体制・組織内方針等、設定したアジェンダ（社会課題）の解決に資

する事業を遂行するために必要な能力やアセットを指します。 

 ルール形成力 

 本調査票での「ルール形成」とは、遠心力・求心力を発揮することで、多様なステーク

ホルダー間のコンセンサスの形成を通じてルール（規制、規範、規格、その他基準・認

証等。下記が具体例。）を策定し、かつ、他者が当該ルールに従わざるを得ない（又は

従うことで得が生じる）外部環境を構築する取組を指します。本調査票によって可視化

されるルール形成に資する能力やアセットを「ルール形成力」といいます。 

 規制：省エネ法、自動車排出ガス規制 等 

 規範：国際統合報告フレームワーク、子どもの権利条約、人々の価値観や認識 等 

 規格：ISO14001 シリーズ、5G 通信規格、Wi-Fi 規格 等 

 その他基準・認証：会計基準(IFRS 等)、フェアトレードラベル、調達ガイドライン

等 

 遠心力 

 本調査票での「遠心力」とは、ルール形成力の構成要素の１つであり、本プロジェクト

の活動に関心を持つ他法人・団体に向けた情報発信、イベント登壇や意見交換等の取組

を通じて、本プロジェクトの活動目的やその価値を対外的に伝搬させる能力を指します。 

 求心力 

 本調査票での「求心力」とは、ルール形成力の構成要素の１つであり、本プロジェクト

の活動目的やその価値に共感する他法人・団体を引き寄せ、継続的な活動（意見交換に

留まらない連携・協働）につなげる等、本プロジェクトの目的達成に向けて、協力関係

で結ばれたステークホルダーを増やす能力を指します。 






































































































